
「太陽光発電の余剰電力買取制度」。
ご負担のご説明をさせてください。

あしたを支える。
みんなで支える。

太陽光発電の余剰電力買取制度にご理解ご協力を。太陽光発電の余剰電力買取制度にご理解ご協力を。



制度に伴うご負担に、
ご理解をお願いします。

（3月～5月）☎0570-057-333　※PHS、IP電話からは☎03-5520-5500　電話受付時間9：00～20：00（土・日・祝日含む）
（6月以降）☎03-3501-1511（内線4455～4458）

問い合わせ窓口

【お問い合わせ先】買取制度の詳細については、経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室へ

URL http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori

「太陽光発電の余剰電力買取制度」のしくみ

【太陽光発電】

【施設】 【事業所】【住宅】

電力会社
太陽光エネルギー

太陽光発電促進付加金※2
（全ての電気利用者がご負担）

発電した電気のうち
使わなかった電気

買取収入※1

電気をご利用の皆様 電気

買取制度 検 索詳しい情報は

太陽光発電は、太陽の恵みを利用したクリーンなエネルギー。
その普及・拡大は、エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策、
さらに日本の将来を支える新たな産業の育成などの効果につながり、
すべての方の未来に関わるものといえます。

家や事業所等において太陽光で発電された電気のうち、使わなかった電気の買取りを
電力会社に義務づける「太陽光発電の余剰電力買取制度」がスタートしています。
買取りに必要な費用は、「太陽光発電促進付加金」という項目で、
電気料金の一部として、電気を使うすべての方にご負担をお願いしております。
標準家庭*のご負担額は、月に3～21円程度となり、
ご負担額は、太陽光発電の普及のために使われます。
この制度により、住宅向け太陽光発電の導入は制度開始前に比べ
約３倍に伸びており、価格低下も進んできているところです。

今後の更なる太陽光発電の普及・拡大を、国民全体で支援するために。
本制度へのご理解をお願いいたします。

*1か月の電気使用量が約300kWhの場合

※紙へのリサイクル可

※1 平成23年度に導入された方の買取価格は、住宅用（10ｋW未満）は42円/ｋＷｈ等となり、住宅用（10ｋＷ以上）及び
　　非住宅用は40円／ｋＷｈ（平成23年4月1日以降に新たに設置されたことが国の設備認定（RPS認定）等により、
　　申込時に確認されているものに限る。）等となる見込みです。 
※2 太陽光の余剰電力の買取りにかかるお金。電気料金の一部として、電力を使うすべての方にご負担いただくしくみです。
　　電気のご使用量1kWhごとに一定金額が課金されますので、電気の使用量が少ないほど付加金も少なくなります。


